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電力広域的運営推進機関 定款 新旧対照表 

変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

平成２７年４月１日施行 

令和３年４月１６日変更 

 

 

定款 

 
 

 

 

 

 

電力広域的運営推進機関 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年４月１日施行 

令和  年  月  日変更 

 

 

 

 

 

 

 

定款 

 
 

 

 

 

 

電力広域的運営推進機関 
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変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

（変更履歴） 

平成２７年４月１日施行 

平成２８年４月１日変更 

平成２９年３月３１日変更 

平成３０年４月１日変更 

令和元年７月１日変更 

令和２年２月１日変更 

令和２年５月１日変更 

令和２年７月８日変更 

令和３年２月１日変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更履歴） 

平成２７年４月１日施行 

平成２８年４月１日変更 

平成２９年３月３１日変更 

平成３０年４月１日変更 

令和元年７月１日変更 

令和２年２月１日変更 

令和２年５月１日変更 

令和２年７月８日変更 

令和３年２月１日変更 

令和３年４月１６日変更 
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変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

附則（令和３年４月１６日） 

（施行期日） 

第１条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、第２８条の規定は、令和４年４月１日又は経済産業大臣の認可を受けた

日のいずれか遅い日から施行する。 

附則（令和３年４月１６日） 

（施行期日） 

第１条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、第２８条の規定は、令和４年２月１日又は経済産業大臣の認可を受けた

日のいずれか遅い日から施行する。 

（新設） （附則（令和 年 月 日） 

（施行期日） 

第１条 この定款は、令和４年２月１日又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行

する。 

 

 


